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【請願趣旨】

【請願事項】

　全国的に特別支援学校の児童生徒の増加がすすみ、2009年からの22年間で児童生徒が57,471人増で1.65倍になったのに対
して、学校数が172校増で1.17倍にとどまっており、きわめて不十分です。全国で不足している教室は、2021年度の文科省調査
でも3740教室もあることが明らかになっています。
　多くの特別支援学校では、普通教室を確保するために、１つの教室をカーテンやついたてで仕切って2教室として使った
り、調理室や音楽室などの特別教室を普通教室に転用したりしています。仕切った教室はとても狭い上に、隣のクラスの授
業の声や音が筒抜けで落ち着いた授業になりません。特別支援学校の子どもたちは、長年にわたって劣悪な教育条件のもと
で様々な我慢を強いられています。
　このような事態を生み出した原因が、特別支援学校の設置基準がないことだとして、父母・保護者・教職員・関係者が「特別
支援学校にも設置基準をつくって」と声を上げ、10年余にわたる運動をし続けてきた結果、2021年9月24日に「特別支援学校
設置基準」が制定されました。この設置基準制定の趣旨には「特別支援学校の教育環境を改善する」と記されており、国や自
治体には特別支援学校の劣悪な教育条件を改善する責務があります。しかし、設置基準が制定されたもとでも、教育条件の
悪化に歯止めがかかっていません。
　上記の実態をふまえ、下記の事項について実現してください。
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１．設置基準制定の目的である、特別支援学校の教室不足解消と教育環境の改善をただちに実現するための学校
新設がすすむよう、以下のことを行ってください。
①自治体が学校新設を促進するために、特別支援学校設置に関わる国庫補助率を早急に 3 分の２に引き上げる
などの予算措置をしてください。

②各自治体が、特別支援学校の教室不足解消のための「集中取組計画」の策定を確実に行い、着実に実行でき
るよう支援してください。

２．制定された「特別支援学校設置基準」をより実効性あるものとするために、以下の内容を規定した「設置基準」
になるよう早急に見直しを図ってください。
①在籍する児童・生徒数の上限を1校につき150人以下とすること
②通学時間の上限について、家庭から学校までを1時間以内と規定すること
③必要な特別教室の種類や数を明記すること
④既存校の基準適用を「努力義務」にせず、設置基準への適用期限を明示すること

設置基準制定の趣旨をふまえて特別支援学校新設をすすめ、劣悪な教育条件の改善を

設置基準をいかし特別支援学校の
教室不足解消を求める請願署名
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